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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2021年６月１日及び2021年８月２日を効力発生日（いずれも予定）として、吸収分割の方法により、当社の

アルミ缶事業を当社の100％連結子会社である昭和アルミニウム缶株式会社（以下「昭和アルミニウム缶」といいま

す。）に承継し（以下「本吸収分割（昭和アルミニウム缶）」といいます。）、また当社のアルミ圧延品事業を当社の

100％非連結子会社である昭和電工堺アルミ株式会社に承継することを決定し、2021年１月29日付で、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定により、臨時報告書を提出いたし

ました。

　今般、当社は、2021年５月26日付の当社取締役会において、本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の効力発生日を変更

する旨の吸収分割契約書に係る変更覚書の締結を決議したことに伴い、上記臨時報告書の記載事項の一部に変更があ

り、また、未確定事項の一部が確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定により、臨時報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

１．本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に関する事項

(3）本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の方法、本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に係る割当ての内容及びその他

の本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に係る吸収分割契約の内容

③　本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の日程

(5）本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、

資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

　　（訂正前）

１．本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に関する事項

(3）本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の方法、本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に係る割当ての内容及びその他

の本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に係る吸収分割契約の内容

③　本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の日程

本基本契約締結日　　　　2021年１月28日

吸収分割契約締結日　　　2021年４月21日（予定）

吸収分割の効力発生日　　2021年６月１日（予定）

（注）　本吸収分割（昭和アルミニウム缶）は、分割会社である当社において会社法第784条第２項に定める

簡易吸収分割に該当するため、吸収分割契約の承認に関する当社の株主総会の決議を経ずに実施する

予定です。また、本吸収分割（昭和アルミニウム缶）は、会社法第796条第１項本文に定める略式吸

収分割に該当するため、昭和アルミニウム缶において吸収分割契約の承認に関する株主総会の決議を

経ずに実施する予定です。

 

(5）本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、

資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 未定

本店の所在地 未定

代表者の氏名 未定

資本金の額 2,160百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 日本、ベトナム及びタイにおけるアルミ缶等製造業
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　　（訂正後）

１．本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に関する事項

(3）本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の方法、本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に係る割当ての内容及びその他

の本吸収分割（昭和アルミニウム缶）に係る吸収分割契約の内容

③　本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の日程

本基本契約締結日　　　　2021年１月28日

吸収分割契約締結日　　　2021年４月21日

吸収分割の効力発生日　　2021年６月24日（予定）

（注）　本吸収分割（昭和アルミニウム缶）は、分割会社である当社において会社法第784条第２項に定める

簡易吸収分割に該当するため、吸収分割契約の承認に関する当社の株主総会の決議を経ずに実施する

予定です。また、本吸収分割（昭和アルミニウム缶）は、会社法第796条第１項本文に定める略式吸

収分割に該当するため、昭和アルミニウム缶において吸収分割契約の承認に関する株主総会の決議を

経ずに実施する予定です。

 

(5）本吸収分割（昭和アルミニウム缶）の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、

資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 昭和アルミニウム缶株式会社

本店の所在地 東京都品川区西五反田一丁目30番２号ウィン五反田ビル７階

代表者の氏名 代表取締役社長　　田代　泰

資本金の額 2,160百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 日本及びベトナムにおけるアルミ缶等製造業

 

以上
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